
 

 

（別紙） 

学 校 及 び 家 庭 で の 使 用 に お け る タ ブ レ ッ ト 端 末 の 貸 与 、 ソ フ ト  

ウ ェ ア の 利 用 、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 等 に 関 す る 同 意 書  

 

 

南 国 市 立 小 中 学 校 に 在 籍 す る 期 間 、 下 記 の ３ 点 に つ

いて同意します。  

□ １ ． 貸 与 さ れ る 端 末 の 活 用 に お い て 、 「 南 国 市 G I G Aス ク ー ル 端 末

利 用 手 引 き （ 家 庭 用 ） 」 の 内 容 を 理 解 し 、 同 意 し ま す 。  

□ ２ ． 別 添 の 「 G o o g l e W o r k s p a c eア プ リ ケ ー シ ョ ン 使 用 範 囲 一 覧 」

を 確 認 し 、 使 用 範 囲 に つ い て 同 意 し ま す 。  

□ ３ ． 端 末 の 活 用 に お け る 児 童 生 徒 の 個 人 情 報 の 取 扱 に つ い て 、 個

人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 1 5年 法 律 第 5 7号 ） 第 2 0条 に 規

定 す る 要 配 慮 個 人 情 報 の 収 集 及 び 第 6 9条 に 規 定 す る 個 人 情 報 の

提 供 に つ き 、 同 意 し ま す 。  
 

※ 同 意 内 容 の 確 認 と し て 、 ☑ を お 願 い し ま す 。  

 

南 国 市 教 育 長  様  

令 和   年   月   日  

 

学   年      年  

 

  組        組  

 

児 童 生 徒 名               

 

保 護 者 名               

 

保 護 者 名               

※ 押 印 は 不 要 。 「 保 護 者 名 」 欄 に は 、 同 居 の 保 護 者 全 員 の サ イ ン を お 願 い し

ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【 補 足 】  

上 記 の ３ に つ い て は 、 南 国 市 で は 基 本 的 に は 個 人 情 報 を 収 集 す る

時 、 収 集 の 目 的 及 び 根 拠 を 明 確 に し 、 本 人 （ 児 童 生 徒 ） か ら 直 接 収 集

し な け れ ば な ら な く な っ て い る こ と と 、 実 施 機 関 は 、 保 有 個 人 情 報 に

つ い て 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 業 務 の 目 的 の 範 囲 を 超 え る 利 用 を し て は

な ら な い と な っ て お り ま す 。  

万 が 一 本 人 （ 児 童 生 徒 ） が タ ブ レ ッ ト 端 末 に よ り 個 人 情 報 等 に 当 た

る 内 容 を 書 き 込 ん で し ま っ た 場 合 は 、 本 人 の 作 業 に よ り 修 正 及 び 削 除

す る こ と と な り ま す の で 、 そ う い っ た 事 象 が 発 生 す る か も し れ な い こ

と と そ の 時 の 対 応 に つ い て 了 承 い た だ く 意 味 の 「 同 意 」 で す 。  


